
令和７年度第１回天童市総合教育会議 

 

日 時 令和７年１１月２５日（火） 

午前１１時から 

場 所 本庁舎３階会議室 

 

次   第 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 協議・調整事項 

(1) 教育大綱に基づく施策の年度上半期の総括について 

 

 (2) 教育委員会として今後重点的に講ずべき施策について 

  ・ 今後の本市の小規模校のあり方について  

 

 (3) その他 

 

４ 閉会 



 

 

☖

（１）天童市教育大綱に基づく施策の年度上半期の総括について  

 

基本目標  
 

１ 社会の発展を支える人材を育てる  

                         学校教育課  

乳幼児期の健全育成  

   若い世代からの健康意識を高める取組を推進することで、将来妊娠

を希望する方の健やかな妊娠出産につなげ、次世代の子どもの健康を

守ります。  

妊娠期から就学期にわたる切れ目のない支援体制を充実させ、安心

して子育てできる環境づくりを進めます。  

   特に、乳幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期で

あることから、基盤である安定した家庭環境を保持し、子どもの健や

かな心と身体を育てるために、親と子どもをサポートする子育て発達

支援の充実を図ります。  

 母子保健と幼児教育・保育、学校教育が連携し、継続した支援を行う

ことで、一人ひとりの子どもが生き生きと暮らせる地域を目指します。 

 

≪施策≫  

１  天のわらべ年中児就学サポート事業【健康課】  

「５歳児健診」が始まり、発達課題の早期発見、早期対応が進んでいる。  

２  幼保小連携の推進  

(1)   幼保小の連携に関わる推進及び研修会の開催  

教育委員会が子育て支援課との連携を図り、幼児教育連絡協議会に参  

加するなど、幼児教育と小学校教育の橋渡しと研修会の充実を図ってい  

る。  

(2)   幼児教育施設への研修会講師として指導主事を派遣  

  

確かな学力の育成                  学校教育課  

未来を描き、問いを立て、解決・創造する力を育むために、物事を深

く思考し、論理的に伝える力を育成します。各学校の特色を生かしな

がら、社会の中で生きて働く「知識・技能」を身に付け、未知の状況に

も対応できる「思考力・判断力・表現力」と、自らの学びを人生や社会

づくりに生かそうとする「学びに向かう力」を育成します。  

児童生徒一人ひとりを大切にし、個々の教育的ニーズに応じた適時

適切な教育を推進するために、幼稚園・保育所・認定こども園等及び

小・中学校の連携を密にしながら、特別支援教育の視点を基盤にイン

クルーシブ教育システム構築に向けた取組を展開します。  
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≪施策≫  

１  すこやかスクール充実事業  ～  特別支援教育充実事業～  

(1) すこやか巡回相談  

全小中学校で実施： スクリーニングによる個に応じた教育的ニーズの

把握と支援のあり方に関する助言、個別検査  

(2)    すこやかスクール支援員の配置  

小学校１２校とアウタースクールに計２０人を配置  

(3)    特別支援教育研修会  

特別支援教育スキルアップ講座（２回実施）  

(4)    インクルーシブ支援員の配置  

小学校４  校に配置し、知的特別支援学級在籍児童の交流及び共同学習

の充実に向けた支援を行う。  

(5)    別室学習支援員 (COCOLO 支援員 )の配置  

小学校４校に配置し、教室に入れない児童の支援を行う。  

 

２  学力ジャンプアップ事業  

(1) 学力向上推進事業・校内研究推進支援事業  

授業研への講師招聘謝金及び、公開委嘱を受けている学校への研究助

成を行う。  

(2)   学力向上調査研究事業  

知能検査・標準学力検査（ NRT）の実施及び結果の分析  

(3)  新聞教材活用事業  

 小５以上の学級  

(4)   学力向上のための伴走支援事業  

課題を抱える学級への支援、さらに学びたい教員の支援として、指導  

主事が訪問し指導助言を行う。  

 

グローバル社会における人材の育成           学校教育課  

グローバル社会において、豊かな国際感覚と異文化・多様性を柔軟

に理解する心情を育むとともに、外国語を用いて日本やふるさと天童

の良さを発信できるコミュニケーション能力を養うことを目指し、英

語教育の充実を推進します。  

   外国語指導助手（ＡＬＴ）やＩＣＴを活用し、聞くこと・読むこと・

話すこと・書くことの４つの技能を伸長します。  

   また、日本で学ぶ日本語が話せない外国人児童生徒に日本語指導補

助者を派遣し、学びを保障します。  

 

≪施策≫  

１  英語教育パワーアップ事業  

(1)   ALT の配置  
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小・中学校合わせて８人の配置。小学校３・４年生の外国語活動と

小学校５年生以上の英語の授業の補助  

(2)    実用英語技能検定受験推進事業  

全学年を対象に一人２回まで無償とし、５級から準２級まで受験可能  

(3)    エンジョイイングリッシュクラスの実施：対象小５～中１  

英語によるコミュニケーション活動をとおして、生徒の「聞く」「話

す」技能を主とした英語力の向上を図る（夏休み期間中に実施。年間

７回予定。春休みに３回予定）  

２  来日間もない児童生徒の日本語支援事業  

 ５名の支援（１～２回／週）  
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☖２ 夢を持ち生きる力を育てる 

 

豊かな心と健やかな体の育成             学校教育課  

「天童市いじめ防止基本方針」に基づくいじめの未然防止対策を推

進し、「いじめをしない、させない学校づくり」を目指すとともに、生

徒指導に関する諸問題の早期発見・早期対応により、児童生徒が自尊

感情を高めながら、生き生きと学校生活を送ることができる学校づく

りを行います。  

また、不登校児童生徒の教育機会の確保や相談体制の整備を行いま

す。  

   さらに、児童生徒が芸術文化・スポーツに継続して親しむことがで

きる機会を確保するため、市教育委員会と連携し、部活動の地域移行

に向けた環境の整備を推進します。  

 

≪施策≫  

１  いじめ防止等スクールライフ充実支援事業  

(1) スクールソーシャルワーカー活用事業  

(2) 学級集団アセスメント  

(3) 学級集団づくり・生徒指導等推進研修会  

(4) すこやかスクール相談員の配置  

(5) 中学生サミットの開催  

(6) 不登校児童生徒の居場所づくり  

（学習支援センター（アウタースクール）において、現在の通常利用者

が１４名となっており、児童生徒の居場所の一つとして利用が進んでい

る。（利用者増により、環境整備の必要性が高まっている。）学校との連

携により、学校復帰への機会を図っている。）  

 

就学支援等の推進                  教育総務課  

義務教育への就学について、経済的な理由に捉われず誰もが安心し

て学べるよう教育扶助を行うとともに、教育費の負担が特に大きい家

庭に対する経済的支援を充実します。  

義務教育以降の支援については、個々が望む質の高い教育が受けら

れるよう学びの機会均等を図る支援を充実します。  

 

≪施策≫  

１  扶助費  

(1) 準要保護   支給人数２４５人   支給額７，９２０千円  

（前年同月比  △２３人）  

(2) 要 保 護  支給人数  ０人   支給額   ０円  
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（前年同月比  △１人）  

(3) 特別支援   支給人数２２６人  支給額   ０円  

（前年同月比  ＋３０人）  

(4) 被災支援   対象者なし  

（前年度支給人数  ０人）  

 

２  私立高等学校生徒学費支援事業   

補助決定者１２人（前年度比△８人）  

 

３  やまがた就職促進奨学金返還支援事業   

助成候補認定者   やまがた若者定着枠１４人（前年度比△１０人）  

           Ｕターン促進枠    ０人（前年度比△２人）  

 

４  市奨学基金支援事業   

貸付人数   ０人（前年度比  ０人）  

返還者数  １２人（前年度比△１人）  

 

 

健全な体を育む学校給食と食育推進        学校給食センター  

徹底した衛生管理に努めるとともに、食物アレルギー対応給食を実

施し、安全・安心な学校給食を提供します。  

また、地産地消の推進を図り、特別献立や地域の食文化、季節の行事

給食など工夫を凝らしたメニューを提供し、学校給食の充実に努めま

す。  

さらに、望ましい食習慣を形成し、豊かな心と人間性を育み、食と健

康な体づくりの大切さや地元の農産物、郷土の文化への理解を深める

ため、栄養・給食指導などによる食育を推進します。  

 

≪施策≫  

１  衛生管理  

(1) 職員及び配膳職員等の腸内細菌検査の月２回実施  

(2) 衛生管理研修会８月６日（水）  

２  食物アレルギーへの対応  

(1) 「卵、乳」に関する食物アレルギー対応給食を提供  

卵対応２８人、乳対応４人、卵と乳対応３人  計３５人  

３  給食費への支援  

(1) 学校給食無償化事業の実施  

小中学生の保護者が負担する学校給食費を市が負担し、無償化を実施  

４  食育の推進  

(1) 行事給食や地域の食文化給食などの特別給食の実施  
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地域の食文化給食、行事給食、健康献立給食、その他（モンテ応援  

給食、お好み献立など）  

(2) 栄養教諭による栄養指導  

学校訪問による指導１３回、各学校への「ちょこっと食育タイム」  

５６回、学校給食センター見学３回（山口小、干布小、成生小）  

(3) 情報の提供  

フェイスブック、インスタグラムの SNS を活用し、毎回の献立情報

などを配信  

５  地産地消の推進  

(1) 天童産給食食材の利用  

米（はえぬき）、さくらんぼ（佐藤錦、やまがた紅王）、りんご、  

ねぎ、ほうれん草、小松菜など  

６  学校給食センター施設改修事業  

(1) 調理員トイレの改修及び調理場内の空調設備の改修（第１期工事） 

(2) コンテナ消毒乾燥室の床補修  
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☖３ 生涯にわたる学びを支援する 

 

生涯学習・社会教育の推進             生涯学習課  

市民一人ひとりが、生涯にわたって充実した学習活動を行い豊かな

人生を創造できるよう、大学との連携による学習活動を展開し学習機

会の充実を図るとともに、学校や家庭、地域と連携した行事の開催な

ど多世代交流による生涯学習活動を推進します。  

既存の図書館をリノベーションし、本を借りるだけではなく、誰も

が心地よく滞在し、人と人とのつながりや交流が生まれる拠点として

整備し、生涯学習の場として施設・設備の充実を図るとともに、学習活

動に対する支援や情報の提供を行います。  

地域の社会教育の拠点となる市立公民館では、市民がそれぞれの価

値観やライフステージに応じた学習活動を主体的に行い、幅広い世代

が気軽に集い交流できる場となるよう、利用拡大を図っていきます。  

社会教育において重要な役割を担う社会教育団体については、組織

の活性化や学習活動を推進するとともに、市民自らが課題を見つけ解

決を図ることを目的とした地域づくり委員会活動を推進します。  

 

≪  施策≫  

－生涯学習の推進－  

１  明治大学・天童市連携講座の実施（  令和７年度は６回開催予定）  

開催日  講座名  講師  開催場所  参加者  

７月２５日

（金）  

ネット社会における子

どものメンタルヘルス  

文学部  教授   

岡安  孝弘  氏  

天童中部公

民館  

４５人  

８月９日

（土）  

身の回りにある材料を

使った実験をしよう  

理工学部  准教授   

本多  貴之  氏  

津山公民館  ３２人  

８月２３日

（土）  

身のまわりのもので「で

んち」をつくってみよう  

理工学部  准教授   

小池  裕也  氏  

高擶公民館  ３０人  

１０月６日

（月）  

フレイルについて考え

る  

商学部  准教授   

阿部  巧  氏  

長岡公民館  ２１人  

１２月１３

日（土）  

一升瓶の裏側に広が

る地域社会  

情報コミュニケーショ

ン学部  准教授  

清水晶紀氏  

干布公民館   

令和８年

１月３１日

（土）  

天然物が持つ香りの

化学と香り袋つくり  

理工学部  准教授   

本多  貴之  氏  

津山公民館   
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２  市立図書館の利用推進  

(1)  入館状況（９月末まで）  

   入館者数５９，０１５人、利用者数２６，８３９人、貸出冊数  

１１２，７６３冊  

(2) 新１年制パック事業（利用登録３３３人／５１９人中、６４．２％）  

(3) コワーキングスペースの利用状況（９月末まで）  

   コワーキングスペース  １，１４７人  

   第２コワーキングスペース  １，５４７人  

(4)   読書推進事業  

ボランティア団体による読み聞かせ、布遊具づくり講習会、本のリユ

ース市、天童の歴史講座を実施。  

(5)   リノベーション事業  

   ・仮設図書館の設置  

    リノベーション工事期間中の貸出に対応するため、天童ターミナ

ルビル１階に設置。１１月１日から開館。館内や周辺にイスやテ

ーブルを置くことで、本の閲覧や休憩、学生のグループワークと

しての利用を可能とした。  

   【概要】  

床面積：約２６０㎡  

貸出可能冊数：約２万冊（一般書、児童書））  

特徴：館内を歩きながら本を選ぶことができる。  

   一般的な住宅建材を使用することでコストダウン。  

   同一規格のパーツで構成することで分解して再利用が可能  

・リノベーション工事の開始  

１０月３０日に条件付一般競争入札により執行し、１１月１０日

に請負契約の締結について議決。  

【概要】  

施工業者：高木・丸吉・東海林特定建設工事共同企業体  

契約金額：１，８１２，２５０，０００円  

工期：令和９年１月２０日  

構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・２階建  

延床面積：２，８８８．３７㎡  

・周辺整備基本計画の策定  

   長年の課題であった駐車場不足の解消や敷地内雨水の流出対策と

ともに、リノベーション後の図書館を核とした、周辺の魅力や利

便性の向上を図るため、基本計画の策定を実施。  

１１月中に計画案を詰め、１２月中に議会説明を予定している。  
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【全体スケジュール】  

年度  内容  指定管理  

令和５  基本計画策定  １年目  

令和６  基本設計・実施設計  ２年目  

令和７  改修工事（第１期）、周辺整備基本計画  ３年目  

令和８  改修工事（第２期）、図書館開館、周辺整備実

施設計、周辺整備工事（第１期）  
１年目  

令和９  周辺整備工事（第２期）、グランドオープン  ２年目  

 

３  市民プラザの生涯学習の振興  

(1) 生涯学習講座の開催  

１０９講座  ８，５２２人受講（９月末現在）  

(2) 学習支援室（ちえふる）の利用推進  

９，２６５人（９月末現在）  

 

４  高原の里交流施設「ぽんぽこ」の事業  

(1)  ぽんぽこ塾の開催（全７講座）  塾生４１人  

(2)  第１８回ぽんぽこ里山コンサート  １０月５日（日）開催  

 

－社会教育の推進－  

１  市立公民館事業  

地区レクリエーション大会、公民館フェスティバル、各種教室等の開催

を通し、地域住民の親睦が図られた。  

 

２  市立公民館の管理・運営  

(1)   施設修繕等  

天童南部公民館外壁修繕工事等  

(2)   分館施設整備・活動への支援  

分館の修繕・備品購入及び分館活動に対する補助  

 

３  社会教育関係団体活動への支援  

市連合青壮年会・市連合婦人会等への支援を行った。  

 

 

地域学習支援事業の推進              学校教育課  

   地域との緊密な連携の下、「ひと、もの、こと、自然、文化」などの

地域の魅力に触れる多様な体験を充実させ、探究活動、キャリア教育

を通じて郷土への愛着と誇りを育み、児童生徒の社会参画に向けた教

育支援を推進します。  
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≪施策≫  

１  地域学習支援事業  

(1) 小学校「ひと・もの・こと活用事業」  

（地域の先生や各分野における専門家に講師としておいでいただき、

授業の中で効果的に活用いただいている。）  

(2) 中学校「活力ある学校づくり支援事業」  

  （キャリア教育の一環として、さまざまな職業の方に講師としておい  

でいただき、仕事の内容のみならず、職業をとおした生き方にもふれて

いただき、子どもたちの将来設計の参考とさせていただいている。）  

 

２  キャリア教育充実支援事業  

中学２年生対象の地元企業説明会への補助  

 

 

家庭教育の推進                  生涯学習課  

子どもの健やかな育ちの礎である家庭教育を支援するため、様々な

家庭の悩みや子どもの発達段階に応じた教育に関する講演会や講座な

どの学習機会を提供し、子育てや家庭の悩みを気軽に相談できる環境

づくりを進めます。  

また、地域全体で親子の学びや育ちを温かく見守るため、地域の団

体や事業所などが実施する子どもの健全育成活動を支援するほか、地

域活動への参加を積極的に促し、親子が地域の一員として交流する機

会を充実します。  

≪施策≫  

１  放課後子ども教室推進事業  

市立公民館を中心に、放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくり

の確保と地域全体で子どもを育成する「地域の教育力」向上を目的として

事業実施。  

 

２  家庭教育推進事業  

県補助事業を活用し（ 1/3 市負担、 2/3 国・県補助）、市内小中学校、幼

稚園等で開催される家庭教育支援事業を推進し、寺津小学校 PTA 教育講

演会（７月２３日）と天童なでしここども園（７月１６日）に講座を開催

ている。  

 

３  青少年健全育成事業  

(1) 青少年指導センターによる定期的な巡回街頭指導の実施  

(2) 青少年問題協議会の開催  ７月２５日（金）  
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芸術文化・スポーツの推進             生涯学習課  

   芸術文化については、青少年の豊かな感性や創造性を育み、誰もが

生涯にわたって芸術文化に触れ親しむことができるよう、優れた芸術

を鑑賞・体験する機会の充実を図るとともに、芸術文化団体との連携

や団体の活動を支援することにより、多くの市民が参加、発表する機

会を創出し、活発な芸術文化活動と伝統芸能の継承を促進します。  

   スポーツについては、その価値や意義、果たす役割の重要性を踏ま

え、地域の活性化に寄与する競技スポーツの振興を図るとともに、市

民一人ひとりの体力や興味、健康状態など、ライフステージに応じて

スポーツを楽しみながら交流を広げられる環境づくりを進めます。     

 

≪施策≫  

１  生涯スポーツの推進  

各地区で、気軽に参加できるレクリエーション大会等を行った。  

地区  開催日  主な内容  

天童南部  ９月２１日  グラウンドゴルフ  

天童中部  ９月  ７日  モルック  

天童北部  ９月２８日  モルック  

成生  １０月  ５日  グラウンドゴルフ  

蔵増  ９月  ７日  ボッチャ  モルック  

寺津  １０月１３日  運動会形式  

津山  ９月２８日  モルック  

田麦野  ９月  ７日  ボッチャ  

山口  ９月２８日  パークゴルフ  

高擶  ９月２１日  運動会形式  

長岡  ９月２８日  運動会形式  

干布  ９月  ７日  ニュースポーツ数種類  

荒谷  １０月  ５日  ニュースポーツ＋体力測定 

 

 

文化財の保存及び活用の推進             生涯学習課  

指定文化財を適切に保存するため、所有者等に対して支援を行うと

ともに、県等関係機関とも連携を図りながら保存・管理体制の強化に

努めます。  

未指定の文化財や民俗芸能については、研究者などの協力の下に調

査・研究を進め、文化財の適切な保存や活用を図ります。  

また、歴史講座や史跡めぐりなどにより、文化財を身近に感じるこ

とのできる機会を増やし、郷土への親しみや関心を育みます。  

西沼田遺跡公園や旧東村山郡役所資料館などの文化財関連施設につ
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いては、適切な維持管理を行い、貴重な資料の展示などを通して本市

の歴史に触れる機会を提供するほか、地域活動と連携した体験学習や

企画展の開催などにより、地域の活性化を図ります。  

 

≪施策≫  

１  文化財の保護、啓発及び活用の推進  

(1)   文化財保護審議会  

・第１回目（８月８日）  

市指定天然記念物「熊野神社の大ケヤキ」の指定解除及び「元諏訪神  

社のハルニレ群」の現状報告、「元諏訪神社のハルニレ群」の現地確認    

等  

・第２回目（３月ごろを予定）  

市指定天然記念物に係る現状報告、市指定有形文化財の追加指定に係

る答申予定  

(2) ふるさと歴史講座  

７月６日「山形県の地域史を未来へつなぐ－古文書保存をめぐる活動

と課題－」  参加者９４人  

(3) 市民史跡めぐり  

１０月１１日「会津地方の仏都を訪れる～会津の古仏を追って～」  

参加者４５人  

 

２  国指定史跡「西沼田遺跡」の維持、管理及び活用  

(1) 「ニシヌマタックル」（４月２６日～５月６日）１，１８６人  

(2) 「海より山より西沼田」（８月２日～８月１７日）１，６０９人  

(3) 山形大学との連携事業「縄文クッキーづくり」（７月１２日）３０

人  

 

３  文化財の所有者及び保護団体等への支援  

(1) 若松寺観音堂、仲野半四郎氏庭園の維持管理に対する支援  

(2) ジャガラモガラやカクレトミヨ生息地等の保護活動に対する支援  

(3) 原崎の鴨棲息池に係る冬期間の凍結防止に対する支援  

 

４  カクレトミヨ生息地の環境整備  

(1) 重機による陸生植物の除去  高木川（１０月３１日～１１月１日） 

(2) 地元保存会との環境整備  計４回実施  
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☖４ 教育デジタルトランスフォーメーション 

（ＤＸ）を推進する 

 

教育ＤＸの推進              教育総務課・学校教育課  

国の進めるＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１台端末等ＩＣＴ

機器のさらなる活用を進め、課題発見・解決等に向けて情報技術を適

切に活用する力や情報モラル教育の充実等による児童生徒のＩＣＴ活

用力の育成を行います。さらに、教育データを利活用し、一人ひとりに

合った充実した学びを支えます。また、教師のＩＣＴ指導力向上のた

めに、ＩＣＴ支援員の派遣や研修を行うなど教育ＤＸを推進します。  

   

≪施策≫  

・ｉＰａｄ更新事業  

令和７年度に中学校の端末を更新するため、県の共同調達により納入業

者が決定した。機種は、今まで使用していたものの後継機種となるｉＰａ

ｄ第１１世代（Ａ１６）で、１，５５６人分に予備機を加え、１，７８７

台を調達する。軽さや立ち上がりの早さ、直感的な操作のしやすさなどか

ら、ｉＰａｄの継続を望む声が学校現場からは強く上がっていた。９月議

会において承認をいただいている。  

 

・ＩＣＴ活用支援事業  

ＩＣＴ支援員の配置、指導者用デジタル教科書整備事業  

 

・市ＩＣＴ教育推進担当者会  

授業での効果的な ICT 活用に関する情報交換  

 

 

生涯学習ＤＸの推進                生涯学習課  

   市立公民館に整備した無線ＬＡＮにより、公民館利用者の利便性向

上を図るとともに、ウェブセミナーやｅラーニング講座などを企画し、

生涯学習の充実や交流の活性化を推進します。  

 

≪施策≫  

・インターネットを利用した講座の開催や研修等の促進  

市立公民館の無線ＬＡＮの利活用について公民館だより等で周知を図っ

た。また、市立公民館長や主事を対象とした e スポーツを活用したレクリ

エーション研修事業を行った。  
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☖
 

５ 学校の安全・安心を未来につなぐ 

 

安全・快適な学校施設の整備             教育総務課  

  児童生徒が安心して学べる安全な環境を整備するため、学校施設の

安全点検を継続的に実施するとともに、学校施設長寿命化計画に基づ

き、施設改修を計画的に進めます。  

 

≪施策≫  

 毎年４校ずつ実施している照明ＬＥＤ化改修工事は、今年度、蔵増小・

干布小・荒谷小・第一中の４校で実施し、１０月に完成した。次年度で全

ての小中学校の照明ＬＥＤ化が完了する予定である。  

 水吞場や理科室など給排水設備の改修工事を、老朽化の進行度合いで優

先順位を付けて行っており、今年度は天童北部小と寺津小の２校で実施し、

１０月に完成した。  

 小中学校の暑さ対策として、小学校４校と中学校４校の最上階教室等窓

ガラスに遮熱フィルムを貼付する作業を、８月までに完了させた。空調効

率も良くなり、室温も２～３度下がるため、学校現場からは大変好評であ

る。次年度は、残り小学校８校において実施予定である。  

学校遊具については、毎年安全点検を行っており、今年度は小学校８校、  

中学校１校の遊具を改修し、安全性を高めることができた。  

 

 

教職員の働き方改革                 学校教育課  

  学校・教師が担う業務の適正化や校務のデジタル化を行い、教職員

の「働き方改革」を積極的に推進します。  

教職員が子どもとじっくり向き合う時間や、授業の準備を十分に行

う時間を確保することにより、学校教育の質の向上を目指します。  

 

≪施策≫  

・「部活動指導員の配置」（中学校に１名ずつ）  

・「部活動コーディネーターの配置」（学校教育課に１名：休日部活動の段

階的な地域展開と地域スポーツ環境の構築を推進）  
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総合教育会議資料 

 

天童市における小規模小学校の今後のあり方について 

 

１ 天童市の基本的な考え 

全国的な傾向と同じく、天童市においても児童・生徒数の減少がみられ、郊外の小学校に

おいては、今後複式学級の開設が想定される。天童市としては、複式学級が開設されたとし

ても、学校を地域に残していくことを基本的な考え方としながら、児童にとってより良い教

育環境のあり方を今後、地域、保護者、学校と話し合いを重ねながら模索していきたいと考

える。 

 

２ 複式学級の可能性がある小学校 

   複式学級とは…二つの学年を合わせて、１６名以下（１年生が含まれている場合は８名）

となると、二つの学年を合わせた学級編成となる。（公立義務教育諸学校の

学級編成及び教職員定数の標準に関する法律 による） 

 ・天童市立荒谷小学校 令和８年度 ２・３年生が１５名 →２・３年の複式学級に 

 ・    〃     令和 10年度 2・3年、4・5年で複式学級に 

 ・    〃     令和 12年度 1・2年、3・4年、5・6年で複式学級に 

 ・天童市立寺津小学校 令和９年度 ２・３年生が１５名 →２・３年の複式学級に 

 ・    〃     令和 11年度 2・3年、4・5年で複式学級に 

 ・    〃     令和 12年度 1・2年、3・4年、5・6年で複式学級に 

 

※ ３月末日の児童数により学級が確定する。今後、転出入等により児童数の変更もあり

得るので、現段階で「複式学級」が確定しているわけではない。また、同様に、他校にお

いても、転出者等が増えた場合、複式学級が開設される可能性がある。 

 

３ 保護者、地域との情報交換や懇談について 

（１）荒谷小学校 

  ・これまでの説明の機会 PTA常任委員会、教育後援会総会、公民館運営審議会等 

  ・保護者に対し、学校だよりにて周知しパブリックコメントを実施済み 

  ・１０月２８日（火）通知表配付時に、全保護者に説明 

  ・１２月２日（火）教育委員会主催の地域・保護者との懇談会を開催予定 

（２）寺津小学校 

  ・保護者に対し、学校だよりにて周知。今後各種会議にて PTA,地域に説明 

  ・今後教育委員会主催の地域・保護者との懇談会を開催予定 
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４ 小規模校解消に向けた他
・

自治体
・ ・ ・

の動き（参考） 

（１） 学校の統廃合 

（２） 学校選択制の導入（文部科学省による「通学区域制度の弾力的運用について」（平成９年１月

２７日）の通知以降に導入された） 

自 由 選 択 制：当該市町村の全てのうち、希望する学校に就学を認めるもの 

ブロック選択制：当該市町村内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学

を認めるもの 

隣接区域選択制：従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校に就学

を認めるもの 

特 認 校 制：従来の通学区域は残したままで、通学区域に関係なく、当該市町村内の

どこからでも就学を認めるもの 

特定地域選択制：従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について学校

選択を認めるもの 

 

（３） 村山地区内の小規模小学校で、上記制度を導入している学校 

  山 形 市 … 第一小学校・山寺小学校（特認校制） 

  東 根 市 … 高崎小学校（特認校制） 

  寒河江市 … 醍醐小学校（特認校制） 

 

（４）村山地区内で学校の再編や統廃合に向けて実施・検討を行っている市町 

  村 山 市 … 令和１０年度西部地区小学校４つと中学校１つを小中一貫校に 

         令和１１年度東部地区小学校３つを１校に 

尾花沢市 … 令和１０年度に市内小学校５つを１校に 

大石田町 … 令和９年度町内小学校３つと中学校１つを小中一貫校に 

  寒河江市 … 市立学校の適正規模・適正配置及び寒河江市立学校の今後のあり方につい
て検討中。 

  河 北 町 … 将来的には小学校を１校に。小中一貫校も検討。 

  朝 日 町 … 令和１０年度に小学校３つ、中学校１つを小中一貫校 
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